
附属生物資源教育研究センター農業生産科学部門本庄総合農場宿泊施設利用心得 

（平成１６年５月１３日附属生物資源教育研究センター長決裁） 
〔令和５年３月２７日最終改正〕 

 
１  この心得は，島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター利用要領（平成１

６年島大生物資源科学部規則第３２号）（以下「利用要領」という。）第７項に基づき，農

業生産科学部門本庄総合農場宿泊施設（以下「宿泊施設」という。）の利用に関し必要な

事項を定める。 
２  宿泊施設は，本学職員の教育･研究及び管理運営のため又は学生が教育・研究のため宿

泊に利用するものとする。ただし，学生が宿泊施設を利用するときは，原則として引率教

員を必要とする。 
３  前項の規定に関わらず，センター長が特に許可した者については宿泊施設を利用するこ

とができるものとする。 
４  宿泊施設の利用期間は，原則として，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に定める休日（以下「祝日法による休日」という。）及び１２月２９日から翌年の

１月３日までの日（祝日法による祝日を除く。）以外の月曜日の午前８時３０分から金曜

日の午後５時までとする。 
５  利用要領第５項により利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が，利用願の

内容等を変更しようとするときは，直ちにセンター長に連絡して承認を受けなければなら

ない。 
６  利用者は，１回の利用につき５００円を納付しなければならない。 
７  宿泊施設に関する事務は，松江地区学部等運営管理課附属施設担当が処理する。 
   附 則 

この利用心得は，平成１６年５月１３日から施行する。 
   附 則（令和５年３月２７日一部改正） 

この利用心得は，令和５年４月１日から施行する。 
 
 


